
水害・土砂災害等編 第２章 災害予防計画 

第第第第３３３３節節節節    帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画    （防災統括室、観光局） 
 

 

 

 

 

 

 第１第１第１第１    帰宅困難者について帰宅困難者について帰宅困難者について帰宅困難者について    １１１１    帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義      大規模水害や台風等の発生により、通勤、通学、買い物、観光等で外出し、交通機関の途絶等により自宅への帰宅が困難になる者     ２２２２    他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者（平成２（平成２（平成２（平成２７７７７年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）                                                                                                                                                                            （人）（人）（人）（人）       大阪府から 京都府から 兵庫県から その他から 合計 県内他市町村から 総数 29,388 17,791 2,196 8,572 57,947 192,768  通勤 21,152 15,125 1,355 6,793 44,425 164,871  通学 8,236 2,666 841 1,779 13,522 27,897             ３３３３    奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者（平成２（平成２（平成２（平成２７７７７年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）                                                                                                                                                    （人）（人）（人）（人）   大阪府へ 京都府へ 兵庫県へ その他へ 合計 県内他市町村へ 総数 154,708 20,892 5,899 12,338 193,837 192,768  通勤 136,381 14,249 4,063 10,562 165,255 164,871  通学 18,327 6,643 1,836 1,776 28,582 27,897         
    

    

    

    

    

    

大規模水害や台風等の発生により、鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした場合には、通勤者・通学者や、国内外からの観光客等の帰宅困難者が大量に発生することが予想されるため、県及び市町村は、平成３０年７月豪雨や平成３０年台風第２１号等の事例や教訓を踏まえ、帰宅困難者対策の推進を図る。 

別紙２① 



水害・土砂災害等編 第２章 災害予防計画     ４４４４    観光客観光客観光客観光客            （平成（平成（平成（平成２２２２９９９９年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書    奈良県観光局奈良県観光局奈良県観光局奈良県観光局））））        

    

    第２第２第２第２    普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発      大規模水害や台風等の発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れがある。   このため、県及び市町村は、関西広域連合や隣接府県・市町村等と連携して、一斉帰宅の抑制を図るため、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を図るとともに、各主体に対し以下の内容の啓発を行うこととする。  １１１１    県民への普及啓発県民への普及啓発県民への普及啓発県民への普及啓発    県及び市町村は、県民に対し、大規模水害や台風等の発生時には帰宅困難になる場合があること、日頃からの備え、家族との安否確認方法や災害時帰宅支援ステーションについて啓発を行う。 また、台風等の襲来に備えて交通事業者が行う「計画運休」について、利用者の安全確保のために計画運休が行われることや、計画運休が行われる際には、状況によっては交通事業者間の振替輸送が行われない場合もあること等について、県及び市町村は、交通事業者等と連携し、社会的理解の醸成に努める。 ２２２２    企業企業企業企業等等等等へへへへの普及啓発の普及啓発の普及啓発の普及啓発    県及び市町村は、企業等に対して、従業員等の施設内待機や施設内待機のための食料、飲料水、毛布などの備蓄、施設の安全確認、防災訓練等にかかる計画を策定することを働きかける。  その際、従業員の安否確認手段の確保や、出勤時間帯や帰宅時間帯に発災した場合な



水害・土砂災害等編 第２章 災害予防計画 ど、発災時間帯別の従業員の対応についても定めることを働きかける。 ３３３３    集客施設集客施設集客施設集客施設や公共交通機関や公共交通機関や公共交通機関や公共交通機関への普及啓発への普及啓発への普及啓発への普及啓発    県及び市町村は、集客施設や公共交通機関に対して、大規模水害や台風等の発生時における利用者の安全確保計画の作成や、施設の安全確保対策の啓発を行う。 
    第３第３第３第３    駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策            大規模水害や台風等が発生した場合、特にターミナル駅やその周辺は多くの人が滞留し、混乱が発生することが予想されるため、市町村は駅周辺の事業者等と連携し、混乱防災対策の充実を図る。    １１１１    駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止     大規模な駅を抱える市町村は、駅の交通事業者、周辺の集客施設や企業、町内会、商店街等地域関係者等が参加する駅前滞留者対策協議会を設立し、地域の行動ルールづくりや訓練の実施等により平常時から連携体制を構築するよう努める。 ２２２２    一時退避場所や一時退避場所や一時退避場所や一時退避場所や一時滞在一時滞在一時滞在一時滞在施設施設施設施設の確保の確保の確保の確保     駅周辺等で発生した多くの行き場のない滞留者を一時的に避難させるため、市町村は、駅前滞留者対策協議会等と連携し、駅周辺のオープンスペースや公園等の「一時退避場所」の確保に努める。  また、交通機関の運行停止等により帰宅できない状況が長引く場合に帰宅困難者を受け入れるため、県及び市町村は、所有・管理する施設を一時滞在施設として確保に努めるとともに、民間事業者にも協力を求めるよう努める。 ３３３３    情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり        県及び市町村は、一時退避場所や一時滞在施設に関する情報、鉄道等の運行や復旧情報に関する情報等を迅速に提供できるよう、ホームページやＳＮＳ、緊急速報メール等の活用や、関西広域連合、隣接府県・市町村、交通事業者をはじめとする民間企業、民間団体、ＮＰＯ等の関係機関と連携した情報提供体制を整備する。その際、発災時は情報伝達手段が限られることから、多様な情報伝達手段の確保に努めることとする。 
 第４第４第４第４    帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策    １１１１    徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援     県は、関西広域連合と連携して、コンビニエンスストアや外食事業者等をはじめとした企業や団体と協定を締結し、災害時帰宅支援ステーションの確保に努める。  協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平常時から「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図る。 ２２２２    道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立     県は、関西広域連合、隣接府県、交通事業者と連携して、主要幹線道路や公共交通機関の運行情報等を共有する仕組みの確立に努める。 ３３３３    代替輸送の仕組みの確立代替輸送の仕組みの確立代替輸送の仕組みの確立代替輸送の仕組みの確立    県は、関西広域連合や隣接隣府県と連携して、自力での帰宅が困難な方に対して、道路啓開等により道路の確保がなされた後に鉄道の代替としてバス等による輸送ができる



水害・土砂災害等編 第２章 災害予防計画 よう、道路管理者や鉄道・バス事業者などの関係機関と情報伝達や運行調整等を行う枠組みの確立を図る。 
 第５第５第５第５    観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策    １ 県は、観光案内所等の観光案内拠点の充実や、Ｗｉ－Ｆｉ等の通信環境の整備に対する支援を行う。  ２ 県及び奈良市は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として活用できるよう、平常時から情報提供や帰国支援等の体制の整備に努める。 また、奈良市の外国人専用福祉避難所が開設される前であっても、必要に応じて奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）に一時避難所を開設するなど、外国人観光客等の受入体制の充実・強化に努める。 ３ 県は、店舗、施設、医療機関などの施設で利用可能な通訳サービス 「奈良県多言語コールセンター」の周知に努める。 



地震編 第２章 災害予防計画 

第第第第３３３３節節節節    帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画帰宅困難者対策計画    （防災統括室、観光局） 
 

 

 

 

 

 

 第１第１第１第１    帰宅困難者について帰宅困難者について帰宅困難者について帰宅困難者について    １１１１    帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義帰宅困難者の定義      地震等の発生により、通勤、通学、買い物、観光等で外出し、交通機関の途絶等により自宅への帰宅が困難になる者     ２２２２    他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者他府県から奈良県へ通勤・通学する者（平成（平成（平成（平成２２２２7777年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）                                                                                                                                                                            （人）（人）（人）（人）       大阪府から 京都府から 兵庫県から その他から 合計 県内他市町村から 総数 29,388 17,791 2,196 8,572 57,947 192,768  通勤 21,152 15,125 1,355 6,793 44,425 164,871  通学 8,236 2,666 841 1,779 13,522 27,897             ３３３３    奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者奈良県から他府県へ通勤・通学する者（平成（平成（平成（平成２２２２7777年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）年国勢調査）                                                                                                                                                    （人）（人）（人）（人）   大阪府へ 京都府へ 兵庫県へ その他へ 合計 県内他市町村へ 総数 154,708 20,892 5,899 12,338 193,837 192,768  通勤 136,381 14,249 4,063 10,562 165,255 164,871  通学 18,327 6,643 1,836 1,776 28,582 27,897         
    

    

    

    

    

    

大規模地震等の発生により、鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした場合には、通勤者・通学者や、国内外からの観光客等の帰宅困難者が大量に発生することが予想されるため、県及び市町村は、東日本大震災や大阪府北部地震の事例や教訓を踏まえ、帰宅困難者対策の推進を図る。 

別紙２② 



地震編 第２章 災害予防計画     ４４４４    観光客観光客観光客観光客            （平成（平成（平成（平成２９２９２９２９年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書年（１月～１２月）奈良県観光客動態調査報告書    奈良県観光局奈良県観光局奈良県観光局奈良県観光局））））        北海道・東北
1.7% 関東圏

13.3%中部圏
11.3%

近畿圏
63.6%

中国・四国
4.2%

九州・沖縄
1.7%

その他
4.2%

北海道・東北関東圏中部圏近畿圏中国・四国九州・沖縄その他
    

    第２第２第２第２    普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発      大規模地震等発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れがある。   このため、県及び市町村は、関西広域連合や隣接府県・市町村等と連携して、一斉帰宅の抑制を図るため、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知徹底を図るとともに、各主体に対し以下の内容の啓発を行うこととする。  １１１１    県民への普及啓発県民への普及啓発県民への普及啓発県民への普及啓発    県及び市町村は、県民に対し、地震発生時には帰宅困難になる場合があること、日頃からの備え、家族との安否確認方法や災害時帰宅支援ステーションについて啓発を行う。 また、台風等の襲来に備えて交通事業者が行う「計画運休」について、利用者の安全確保のために計画運休が行われることや、計画運休が行われる際には、状況によっては交通事業者間の振替輸送が行われない場合もあること等について、県及び市町村は、交通事業者等と連携し、社会的理解の醸成に努める。 ２２２２    企業企業企業企業等等等等へへへへのののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発    県及び市町村は、企業等に対して、従業員等の施設内待機や施設内待機のための食料、飲料水、毛布などの備蓄、施設の安全確認、防災訓練等にかかる計画を策定することを働きかける。  その際、従業員の安否確認手段の確保や、出勤時間帯や帰宅時間帯に発災した場合など、発災時間帯別の従業員の対応についても定めることを働きかける。 



地震編 第２章 災害予防計画 ３３３３    集客施設集客施設集客施設集客施設や公共交通機関や公共交通機関や公共交通機関や公共交通機関への普及への普及への普及への普及啓発啓発啓発啓発    県及び市町村は、集客施設や公共交通機関に対して、地震発生時における利用者の安全確保計画の作成や、施設の安全確保対策の啓発を行う。 
    第３第３第３第３    駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策            大規模地震等が発生した場合、特にターミナル駅やその周辺は多くの人が滞留し、混乱が発生することが予想されるため、市町村は駅周辺の事業者等と連携し、混乱防災対策の充実を図る。    １１１１    駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止     大規模な駅を抱える市町村は、駅の交通事業者、周辺の集客施設や企業、町内会、商店街等地域関係者等が参加する駅前滞留者対策協議会を設立し、地域の行動ルールづくりや訓練の実施等により平常時から連携体制を構築するよう努める。 ２２２２    一時退避場所や一時退避場所や一時退避場所や一時退避場所や一時滞在一時滞在一時滞在一時滞在施設施設施設施設の確保の確保の確保の確保     駅周辺等で発生した多くの行き場のない滞留者を一時的に避難させるため、市町村は、駅前滞留者対策協議会等と連携し、駅周辺のオープンスペースや公園等の「一時退避場所」の確保に努める。  また、交通機関の運行停止等により帰宅できない状況が長引く場合に帰宅困難者を受け入れるため、県及び市町村は、所有・管理する施設を一時滞在施設として確保に努めるとともに、民間事業者にも協力を求めるよう努める。 ３３３３    情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり情報提供の体制づくり        県及び市町村は、一時退避場所や一時滞在施設に関する情報、鉄道等の運行や復旧情報に関する情報等を迅速に提供できるよう、ホームページやＳＮＳ、緊急速報メール等の活用や、関西広域連合、隣接府県・市町村、交通事業者をはじめとする民間企業、民間団体、ＮＰＯ等の関係機関と連携した情報提供体制を整備する。その際、発災時は情報伝達手段が限られることから、多様な情報伝達手段の確保に努めることとする。 
 第４第４第４第４    帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策帰宅困難者への支援対策    １１１１    徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援徒歩帰宅者への支援     県は、関西広域連合と連携して、コンビニエンスストアや外食事業者等をはじめとした企業や団体と協定を締結し、災害時帰宅支援ステーションの確保に努める。  協定締結事業者は、それぞれの店舗において、平常時から「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」やポスター、デジタルサイネージ等の掲示により、取組の周知を図る。 ２２２２    道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立道路・鉄鉄道等の情報共有の仕組みの確立     県は、関西広域連合、隣接府県、交通事業者と連携して、主要幹線道路や公共交通機関の運行情報等を共有する仕組みの確立に努める。 ３３３３    代代代代替輸送の仕組みの確立替輸送の仕組みの確立替輸送の仕組みの確立替輸送の仕組みの確立    県は、関西広域連合や隣接隣府県と連携して、自力での帰宅が困難な方に対して、道路啓開等により道路の確保がなされた後に鉄道の代替としてバス等による輸送ができるよう、道路管理者や鉄道・バス事業者などの関係機関と情報伝達や運行調整等を行う枠



地震編 第２章 災害予防計画 組みの確立を図る。 
 第５第５第５第５    観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策    １ 県は、観光案内所等の観光案内拠点の充実や、Ｗｉ－Ｆｉ等の通信環境の整備に対する支援を行う。  ２ 県及び奈良市は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として活用できるよう、平常時から情報提供や帰国支援等の体制の整備に努める。 また、奈良市の外国人専用福祉避難所が開設される前であっても、必要に応じて奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）に一時避難所を開設するなど、外国人観光客等の受入体制の充実・強化に努める。 ３ 県は、店舗、施設、医療機関などの施設で利用可能な通訳サービス 「奈良県多言語コールセンター」の周知に努める。 



水害・土砂災害等編 第３章 災害応急対策計画 

第第第第３３３３節節節節    帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者対策対策対策対策計画計画計画計画    （防災統括室、観光局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１第１第１第１    発災直後の対応発災直後の対応発災直後の対応発災直後の対応    １１１１    一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ    県は、発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、県民、企業等に対してむやみに移動を開始しないことの呼びかけを行う。        ２２２２    企業企業企業企業等等等等におけるにおけるにおけるにおける対応対応対応対応    企業等は、従業員等の発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、施設の安全を確認した上で、施設内又は安全な場所に待機させる。 なお、企業等は、出勤時間帯に発災した場合は自宅待機等を指示し、帰宅時間帯に発災した場合には事業所での待機を指示するなど、発災時間帯に応じて、従業員等が身の安全を確保できるよう指示を行う。 ３３３３    集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応    集客施設や公共交通機関等の事業者は、施設の安全を確認後、利用者を施設内の安全な場所で保護する。 施設の安全が確認できない場合は、一時退避場所等の案内等を行う。 
 第２第２第２第２    駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策    １１１１    駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止            地域の行動ルールに基づき、駅周辺等において発生した多数の滞留者の混乱を防ぐため、駅前滞留者対策協議会の参加者や市町村が中心になって、市町村の災害対策本部と連携し、情報連絡体制を構築し、滞留者を一時退避場所等へ誘導する。 ２２２２    一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営            駅前滞留者対策協議会や市町村は、あらかじめ指定した一時退避場所において、一時滞在施設の開設に関する情報の発信や、道路、公共交通機関の被害状況、復旧見込みの情報発信を行う。   また、あらかじめ指定した一時滞在施設について、施設の安全を確認した上で、一時滞在施設として開設する。 
    

大規模地水害や台風等の発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れがある。 災害発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒等の二次災害が発生する恐れがある。 このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や状況が落ち着いた後の帰宅支援を実施する。 

別紙２③ 



水害・土砂災害等編 第３章 災害応急対策計画 第３第３第３第３    帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援    １１１１    災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請      県は、災害発生後、災害時帰宅支援ステーション事業の協定を締結している事業者に対し、支援ステーションとしての協力を依頼する。 ２２２２    道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有      県は、関西広域連合、隣接府県、交通事業者と連携して、主要幹線道路や公共交通機関の運行情報等の共有に努める。 ３３３３    代替輸送代替輸送代替輸送代替輸送     県は、関西広域連合や隣接隣府県と連携して、自力での帰宅が困難な方に対して、道路啓開等により道路の確保がなされた後に鉄道の代替としてバス等による輸送ができるよう、道路管理者や鉄道・バス事業者などの関係機関と情報伝達や運行調整等に努める。 ４４４４    徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援      県は、徒歩で帰宅する帰宅困難者に対し、通行可能な道路情報、災害時帰宅支援ステーションに関する情報などを提供する。 
 第４第４第４第４    観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策    県は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として開設・運営する奈良市の支援を行う。 また、奈良市の外国人専用福祉避難所が開設される前であっても、必要に応じて奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）に一時避難所を開設するなど、外国人観光客等の受入体制の充実・強化に努める。 



地震編 第３章 災害応急対策計画 

第第第第３３３３節節節節    帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者帰宅困難者対策対策対策対策計画計画計画計画    （防災統括室、観光局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１第１第１第１    発災直後の対応発災直後の対応発災直後の対応発災直後の対応    １１１１    一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ一斉帰宅抑制の呼びかけ    県は、発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、県民、企業等に対してむやみに移動を開始しないことの呼びかけを行う。        ２２２２    企業企業企業企業等等等等におけるにおけるにおけるにおける対応対応対応対応    企業等は、従業員等の発災直後の一斉帰宅行動を抑制するため、施設の安全を確認した上で、施設内又は安全な場所に待機させる。 なお、企業等は、出勤時間帯に発災した場合は自宅待機等を指示し、帰宅時間帯に発災した場合には事業所での待機を指示するなど、発災時間帯に応じて、従業員等が身の安全を確保できるよう指示を行う。 ３３３３    集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応集客施設や駅等における対応    集客施設や公共交通機関等の事業者は、施設の安全を確認後、利用者を施設内の安全な場所で保護する。 施設の安全が確認できない場合は、一時退避場所等の案内等を行う。 
 第２第２第２第２    駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策駅周辺等における滞留者対策    １１１１    駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止駅周辺等における混乱防止            地域の行動ルールに基づき、駅周辺等において発生した多数の滞留者の混乱を防ぐため、駅前滞留者対策協議会の参加者や市町村が中心になって、市町村の災害対策本部と連携し、情報連絡体制を構築し、滞留者を一時退避場所等へ誘導する。 ２２２２    一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営一時退避場所や一時滞在施設の開設・運営            駅前滞留者対策協議会や市町村は、あらかじめ指定した一時退避場所において、一時滞在施設の開設に関する情報の発信や、道路、公共交通機関の被害状況、復旧見込みの情報発信を行う。   また、あらかじめ指定した一時滞在施設について、施設の安全を確認した上で、一時滞在施設として開設する。 
    

大規模地震等発生時に、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、救急・救命活動、救助活動、消火活動、緊急輸送等緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されるとともに、帰宅困難者自身にも危険が及ぶ恐れがある。 震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒等の二次災害が発生する恐れがある。 このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅困難者への速やかな情報提供や状況が落ち着いた後の帰宅支援を実施する。 

別紙２④ 



地震編 第３章 災害応急対策計画 第３第３第３第３    帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援帰宅困難者への支援    １１１１    災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請災害時帰宅支援ステーション事業協定締結企業等に対する協力要請      県は、災害発生後、災害時帰宅支援ステーション事業の協定を締結している事業者に対し、支援ステーションとしての協力を依頼する。 ２２２２    道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有道路・鉄鉄道等の情報共有      県は、関西広域連合、隣接府県、交通事業者と連携して、主要幹線道路や公共交通機関の運行情報等の共有に努める。 ３３３３    代替輸送代替輸送代替輸送代替輸送     県は、関西広域連合や隣接隣府県と連携して、自力での帰宅が困難な方に対して、道路啓開等により道路の確保がなされた後に鉄道の代替としてバス等による輸送ができるよう、道路管理者や鉄道・バス事業者などの関係機関と情報伝達や運行調整等に努める。 ４４４４    徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援徒歩帰宅支援      県は、徒歩で帰宅する帰宅困難者に対し、通行可能な道路情報、災害時帰宅支援ステーションに関する情報などを提供する。 
 第４第４第４第４    観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策観光客等への支援対策    県は、奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）を外国人専用福祉避難所として開設・運営する奈良市の支援を行う。 また、奈良市の外国人専用福祉避難所が開設される前であっても、必要に応じて奈良県外国人観光客交流館（奈良県猿沢イン）に一時避難所を開設するなど、外国人観光客等の受入体制の充実・強化に努める。 


